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平成22年７月21日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・口蹄疫に係る緊急経済対策の取組状況

・商工観光労働部をめぐる最近の動きについて

・梅雨前線豪雨による被害状況について

・県内高速道路の整備状況等について

出席委員（９人）

委 員 長 水 間 篤 典

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 蓬 原 正 三

委 員 外 山 衛

委 員 西 村 賢

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 梅 原 誠 史

企業立地推進局長 森 幸 男

観光交流推進局長 長 嶺 泰 弘

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士

金 融 対 策 室 長 福 田 直

工 業 支 援 課 長 冨 髙 敏 明

商 業 支 援 課 長 金 子 洋 士

労 働 政 策 課 長 篠 田 良 廣

地域雇用対策室長 柳 田 俊 治

企 業 立 地 課 長 山 口 俊 匡

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 小八重 英

工業技術センター所長 橋 口 貴 至

食品開発センター所長 河 野 満 洋

県立産業技術専門校長 押 川 利 孝

県土整備部

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

県土整備部次長
堀 野 誠

（ 総 括 ）

県土整備部次長
岡 田 健 了

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
佐 藤 徳 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修

部参事兼用地対策課長 服 部 芳 邦

技 術 企 画 課 長 図 師 雄 一

工 事 検 査 課 長 今 西 宏 美

道 路 建 設 課 長 白 賀 宏 之

道 路 保 全 課 長 満 留 康 裕

河 川 課 長 野 中 和 弘

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
永 井 義 治

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 井 上 康 志

建 築 住 宅 課 長 川 﨑 俊一郎

営 繕 課 長 伊 藤 信 繁

施設保全対策監 酒 井 正 吾

高速道対策局次長 河 野 俊 春
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事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

○水間委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたしたいと思います。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

本委員会への議案の付託は今回はありませ

ん。したがいまして、報告事項についての説明

を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○渡邊商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、商工観光労働部をめぐる最近の動き

のほか、本日お配りしました口蹄疫に係る緊急

経済対策の取り組み状況について御説明させて

いただきます。担当課長等より御説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。

○古賀商工政策課長 本日お配りいたしました

別冊資料をごらんいただきたいと存じます。

１ページをお開きください。私からは、口蹄

疫に係る緊急経済対策（商工観光労働部関係）

の取り組み状況について御説明いたします。

まず、この資料につきましては、前回６月14

日の常任委員会において御説明いたしました緊

急経済対策について、その後の取り組み状況を

点線で囲んだ部分にまとめたものであり、本日

はこの部分について御説明させていただきま

す。

それでは、２の（１）雇用対策の取り組み状

況の欄をごらんいただきたいと思います。ま

ず、①の雇用調整助成金等の活用による雇用維

持についてであります。国におきましては、県

の要望などによりまして、アにありますよう

に、雇用調整助成金等の特例措置を設けたとこ

ろですが、県などでは、イにありますような方

法で制度の周知を行っているところです。な

お、ウの口蹄疫被害に伴う雇用調整助成金等の

申請状況についてでありますが、７月15日現

在、申請件数60件、対象者数延べ1,875名となっ

ております。

次に、②でありますが、緊急雇用創出事業臨

時特例交付金の追加交付につきまして、国に要

望を行ったところであります。

次に、③の緊急雇用創出事業臨時特例基金を

活用した離職者支援の検討を行っております。

２ページをごらんください。次に、⑤の生活

・就労相談体制の強化でありますが、児湯地域

への出張相談を実施しております。

次に、⑥の職業訓練機会の拡充であります

が、口蹄疫被害の影響による離職者等を対象と

した職業訓練機会の拡充を検討しているところ

であります。

次に、⑦でありますが、中山間地域新産業・

雇用創出緊急対策事業などの既定事業の活用に

よる雇用創出支援を検討いたしているところで

あります。

次に、（２）金融対策の取り組み状況をごら
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んください。①の県中小企業融資制度「口蹄疫

緊急対策貸付」の融資状況についてであります

が、これにつきましては、後ほど別紙１により

まして金融対策室長から御説明申し上げます。

次に、②でありますが、県内金融機関等との

意見交換などを通じて、影響を受けた企業の資

金繰り支援を継続的に要請いたしております。

次に、（３）相談対応の取り組み状況をごら

んください。まず、①の商工３団体における経

営相談状況についてでありますが、７月20日現

在、447件の相談が寄せられております。

次に、②でありますが、県内全域の商工業者

を対象とした影響調査アンケートを実施してい

るところであります。

３ページをお開きください。③の宮崎県口蹄

疫対策中小企業ワンストップ相談会についてで

ありますが、昨日から、九州経済産業局との共

催で西都児湯地区を初め、県内６カ所で開催す

ることとしております。チラシをお配りいたし

ておりますので、後ほどごらんいただければと

思います。

次に、（４）個別産業対策の取り組み状況を

ごらんください。まず、①の県産品消費拡大・

販売促進緊急応援事業についてでありますが、

別紙２によりまして、後ほど商業支援課長から

御説明いたします。

次に、②のその他の販路拡大につきまして

は、福岡岩田屋や東京高島屋などで物産展を開

催するなどしております。

次に、③の地元商店街が販売拡大を図るため

の取り組みへの支援につきましては、中小商業

復興のためのプレミアム商品券発行に対する特

別支援を国に要望いたしました。

次に、④であります。新分野進出等につきま

しては、既定事業の活用による中小企業等の新

事業展開支援を検討しているところでありま

す。

次に、４ページをごらんください。⑤であり

ますが、県各部局を通じまして、関係団体等に

対し、中止・延期されたイベントや新規イベン

ト等を終息後に開催するよう依頼いたしている

ところでございます。

次に、⑥の観光みやざき振興基金観光緊急応

援事業でありますが、みやざき観光コンベン

ション協会が、終息後、集客力のある新規イベ

ント等の開催を支援することとしております。

これにつきましては、別途、資料をお配りいた

しております。後ほどごらんいただきたいと思

います。

次に、⑦であります。旅行会社や航空会社

等、また県内の観光関係団体等から成るプロ

ジェクトチームを継続的に開催し、誘客キャン

ペーンの内容等を協議中であります。

次に、⑧の観光みやざき振興基金観光緊急応

援事業でありますが、先ほどの⑥と同様、みや

ざき観光コンベンション協会が旅行会社等と連

携した特典企画等の取り組み支援を行います。

次に、⑨でありますが、観光庁や九州運輸

局、九州観光推進機構等に対し、送客等の支援

や会議等の本県開催などを要望しているところ

であります。

次に、⑩でありますが、運送事業者に対する

風評被害の防止等を国に要望いたしておりま

す。

５ページをお開きください。⑪であります

が、県のホームページに宮崎ナンバートラック

の安全性をＰＲする情報を掲載いたしていると

ころであります。

以上が当部におきます緊急経済対策の取り組

み状況でございます。
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私からは以上でございます。

○福田金融対策室長 続きまして、６ページの

口蹄疫緊急対策貸付に係る保証承諾状況につい

て御説明いたします。

この資料は、口蹄疫緊急対策貸付について、

４月28日の制度創設時点から７月15日までの約

２カ月半の間に信用保証協会が保証承諾しまし

た状況の速報値でございます。

まず、１の表でございますが、こちらは保証

承諾状況を業種別にまとめた資料でございま

す。７月15日現在、保証承諾の合計は236件、23

億800万円であり、業種別では卸売・小売業が最

も多く、85件の９億2,700万円、ほかには飲食業

が73件の２億7,500万円、サービス業が23件の３

億600万円といった利用状況になっております。

次に、２のグラフでございますが、こちらは

１週間ごとの保証承諾累計の推移を示したもの

でございます。棒グラフは件数を、折れ線グラ

フは金額を示してございます。件数、金額とも

に６月に入り急激に伸びておりまして、この傾

向は７月に入っても続いております。

なお、口蹄疫緊急対策貸付の取扱期間は当初

７月31日までとしておりましたが、現在、いま

だ移動制限区域等の全面解除に至っていないこ

と、今後も数多くの申請が予想されることを踏

まえまして、１カ月延長して8月31日までとする

こととしてございます。

私からは以上でございます。

○金子商業支援課長 引き続きまして、７ペー

ジでございます。県産品消費拡大・販売促進緊

急応援事業について御説明申し上げます。

当事業は、社団法人宮崎県物産貿易振興セン

ターが自主財源を用いて独自に取り組むもので

ございます。口蹄疫からの復興支援を目的に、

県産品の消費拡大、販売促進のための新企画の

応援事業を緊急かつ集中的に展開するというも

のでございます。実施期間は８月から12月ま

で、総事業費は3,000万円を予定してございま

す。

主な実施内容でございますが、（１）の県内

マルシェ―マルシェと申しますのは、フラン

ス語で市あるいは市場というふうな意味で、屋

外で開催する大々的な物産展をイメージしてい

るところでございます。①は、市町村と共同で

県内各地域において物産展を開催するもの、②

は、通常の楠並木「ＫＯＮＮＥ」市の期間やエ

リアを拡大して行うもの、③は、みやざき物産

館の内外で被災地域を中心とする物産展を開催

するもの、これらによりまして、冷え込んだ県

内消費や需要喚起を図ってまいりたいと思って

おります。

次に、（２）の県外マルシェでございます

が、①は、東京、大阪、福岡等の大消費地で既

定の物産展とは別に、農畜産品から加工品まで

勢ぞろいのマルシェを開催しようというもので

ございます。②は、県外のアンテナショップで

復興キャンペーンを開催するもの、それから③

と④ですけれども、カタログ通販やネット通販

を使って販路拡大を図るものでございます。こ

れは、（３）の営業力強化による新たなマー

ケットの開拓と相まって、県外への販路開拓・

拡大を図ってまいるものでございます。

県といたしましても、物産貿易振興センター

や関係団体等と十分連携しながら、県内外のイ

ベント、あるいは知事のトップセールス等を活

用いたしまして、消費拡大と早期の経済回復を

目指してまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○後沢観光推進課長 えびの、高千穂の２カ所

の県営国民宿舎等の指定管理についての御説明
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でございます。

資料は常任委員会資料本冊のほうでございま

す。両施設につきましては、平成18年度から指

定管理者制度による管理運営を行っているとこ

ろでございますが、５年目となる本年度末をも

ちまして指定管理期間が終了しますことから、

平成23年度以降の第２期の指定管理者を募集す

ることとなりましたので、その募集方針等につ

いての御説明をさせていただきます。

資料の１ページをごらんください。まず、県

営国民宿舎えびの高原荘、県営えびの高原スポ

ーツレクリエーション施設についてでございま

す。

１の施設についてでございますが、現在のえ

びの高原荘は平成８年４月に竣工したもので、

客室数は38部屋、延べ定員は130名となっており

ます。温泉を利用した大浴場を男女各１カ所、

家族ぶろ４カ所を備えてございます。えびの高

原スポーツレクリエーション施設は平成元年６

月に竣工したものでございまして、冬場は日本

最南端の屋外スケート場として、オフシーズン

はインラインスケート場として利用しているも

のでございます。

次に、２ページをごらんください。第１期の

指定管理者の管理運営実績についてでございま

す。現在の指定管理者はハイランドリゾートグ

ループでございます。株式会社ＮＰＫを中心と

したグループでございます。指定期間は平成18

年４月から23年３月までの５年間でございま

す。業務の範囲は記載しているとおりでござい

ますが、国民宿舎とスポレク施設の利用に関す

る業務、同施設の維持及び保全に関する業務、

同施設に係る事業計画決算等の業務となってご

ざいます。

（２）の施設の利用状況についてでございま

すが、宿泊者数は平成17年度が１万3,755人で

あったのに対しまして、平成21年度は１万2,203

人と減少しているところでございます。温泉利

用者やスポレク施設の入場者数は微増傾向にあ

ります。

（３）の施設の収支状況についてでございま

すが、その前に、利用料金制度と納付金制度に

ついて御説明をいたします。国民宿舎等につき

ましては、指定管理者制度導入前の平成17年度

までは施設の管理運営委託を行っておりまし

て、客室の使用料やスポーツレクリエーション

施設の入場料など、県の使用料及び手数料条例

に規定されたものにつきましては、委託先を通

じて県の歳入として受け入れる一方、委託先に

対しまして、管理運営経費の一部を委託料とし

て支払っておりました。この表中ですと、二重

線で仕切っていますけれども、平成18年度に指

定管理者制度を導入したところですが、それと

軌を一にしまして、これらの使用料などを指定

管理者みずからの収入とする利用料金制度を導

入することによりまして、指定管理者のインセ

ンティブを高めるとともに、その一方で、利用

料金収入の一部を県の起債償還財源の一部に充

てるために、指定管理者から県に対しまして毎

年一定額の納付金を納めていただく納付金制度

を導入しております。

そこで、（３）の施設の収支状況についてで

ございますが、今ほど御説明したとおり、平

成17年度と平成18年度以降では、システムが変

わっているために単純比較は簡単にはできませ

んけれども、収入面で見ますと、宿泊者の減少

などに伴いまして、減収傾向にございます。平

成18年度以降、指定管理者におかれては、経費

の縮減、各種の誘客対策の実施などの増収対策

に取り組んでいたところではございますけれど
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も、４年連続赤字を計上しておりまして、平

成21年度は2,400万円余りの赤字となっていると

ころでございます。

次に、（４）の管理運営状況についてでござ

います。指定管理者制度導入を契機とした利用

者サービスの向上や利用者確保対策等といたし

まして、①に記載してございますとおり、無料

送迎バスの運行、各種ウエブサイトなどを活用

した予約・支払い決済システムの導入、②に記

載してあるとおり、ゴルフやトレッキングなど

を組み合わせた多彩、弾力的な料金プランの設

定などの取り組みを実施されているところでご

ざいます。

次に、（５）の評価でございますが、制度導

入前に比べまして、県の財政負担、指定管理者

の管理運営上の経費、いずれも縮減されており

ます。自主企画事業の多様化や充実などの取り

組みを積極的に実施されてはおりますが、宿泊

者数が減少し、収益も悪化していることなどを

踏まえると、より一層の利用促進などを図る必

要があるというふうに考えてございます。

３ページでございます。第２期の募集方針に

ついてでございます。まず、（１）の業務の範

囲につきましては、第１期と同様でございま

す。

（２）の指定期間につきましては、平成23年

４月１日から第１期と同じ５年間、平成28年３

月31日までと考えております。

（３）の利用料金制度と上限額につきまして

も、第１期と同様、利用料金制度を採用したい

と考えております。

（４）の納付金額でございますが、まず①の

基本納付金の年額につきましては、第１期は毎

年3,900万円を納付金として県に納めていただい

ておりましたが、それを1,500万円に改めたいと

考えております。指定管理期間５年間の総額

は7,500万円ということになります。②の追加納

付金につきましては、利益が基本納付金額の相

当額を超えたときには、その超過金額の２分の

１を追加納付金として納付していただくという

制度を今までとってございましたが、第２期か

らは、利益が発生したときには当該利益額の４

分の１を追加納付していただくというふうに改

めたいと考えているところでございます。

（５）の募集についてでございますが、募集

期間は平成22年７月28日から９月27日までの２

カ月間、募集の広報といたしまして、県公報を

初めとして、記載しているとおりの方法を活用

したいと考えております。③に記載してありま

すとおり、現地説明会の開催、質問対応による

情報提供に努めていきたいと考えております。

（６）の資格要件につきましては、①②に記

載しているとおりのものを初めとしまして、行

政経営課が標準的なものとして定めたものと同

一の要件としております。

（７）の選定についてでございますが、①の

名簿に記載してございますとおり、４名の外部

委員を含めまして、６名から成る選定委員会を

設置し、指定管理候補者の選定に当たることと

してございます。

４ページでございますが、②の選定方法につ

いてでございます。１次審査、２次審査を考え

ておりまして、１次審査につきましては、資格

要件の適否、その他形式要件についての書類審

査を行いまして、合格した者につきまして２次

審査を実施することとしております。２次審査

につきましては、選定委員会におきましてヒア

リングを実施した上で、申請書類に基づき、選

定基準、選定項目にのっとって審査を行いまし

て、指定管理候補者を選定するということで考
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えております。

（８）の選定基準及び（９）の審査項目は、

ごらんのとおりでございます。審査の基準項目

としまして、平等な利用の確保、施設の効用を

最大限発揮する事業計画であるかどうか、経費

の削減ができているかどうか、管理運営能力に

関するもの、地域への貢献等に関して審査をし

たいというふうに考えてございます。

５ページと６ページには、リスク管理、責任

分担、及び施設及び設備の修繕等の負担区分を

記載してございます。基本的には、行政経営課

において標準例として示されているものを活用

してございます。

７ページでございますが、今後のスケジュー

ルでございます。去る７月８、９日、両日にわ

たりまして、第１回の選定委員会を開催してご

ざいます。えびの、高千穂の両施設につきまし

て、委員各位に視察していただくとともに、施

設の状況等も踏まえた上で、募集方針や募集要

領などに関する協議を行ったところでございま

す。７月28日から募集を開始しまして、えびの

高原荘については８月10日、この後御説明する

高千穂荘については８月11日に現地説明会を開

催いたします。その後、第２回、第３回の委員

会を10月中旬、下旬と開きまして、11月には11

月定例県議会に指定管理者指定議案を提出させ

ていただきたいと考えております。その後、指

定の議案を議決いただいた後に、12月には指定

管理者を指定し、年度明け、４月１日からは新

しい指定管理者による管理が開始されるという

ことで考えてございます。

次に、８ページでございます。県営国民宿舎

高千穂荘の指定管理者制度の第２期指定につい

てでございます。

まず、１の施設についてでございますが、現

在の県営国民宿舎高千穂荘は平成11年８月に竣

工したものでございます。客室数は39部屋、延

べ定員は110名となっております。コンベンショ

ン機能を備えたホールを備えていることなどが

特徴となってございます。

次に、２の第１期指定管理者の管理運営実績

についてでございます。現在の指定管理者は神

楽酒造となってございます。指定期間は平成18

年４月からの５年間でございます。業務の範囲

は、えびの高原荘と同様でございます。

（２）の施設利用状況につきましては、宿泊

者数は平成17年度が１万7,549人でありました

が、平成21年度には２万1,121人と増加している

ところでございます。

９ページでございます。（３）の施設収支状

況についてでございます。えびの高原荘と同様

に、指定管理者制度の導入を機に、平成18年度

から利用料金制度、納付金制度を導入している

ところでございます。収入面で見ますと、宿泊

者の増加に伴いまして、全体的に増収基調にあ

る一方で、支出面では経費縮減が図られた結

果、１年目の平成18年度こそ、初期投資がかさ

んだこともございまして赤字となりましたが、

２年目以降は黒字に転化いたしまして、４年目

の平成21年度には1,900万円余の黒字を計上して

いるところでございます。

次に、（４）の管理運営状況についてでござ

います。指定管理者制度導入を契機としまし

て、利用者サービスの向上や利用者確保対策等

として、記載しているとおり、①の無料送迎バ

スの運行や各種ウエブサイトなどを通じた予約

・支払い決済システムの導入、②に記載してご

ざいます神楽や刈り干し体験ツアーの開催、弾

力的な料金プランの設定等の取り組みが実施さ

れているところでございます。
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（５）の評価でございますが、制度導入前に

比べまして、県の財政負担、指定管理者による

管理運営上の経費、いずれも縮減されていると

ころでございます。高千穂地域への観光客の増

加に伴いまして、利用客は増加基調にございま

して、収益も好調でございます。今後は、顧客

満足度を高め、リピーターを確保するととも

に、県外からの誘客促進や、コンベンション機

能を活用した会議・披露宴の開催などの利用促

進を図る必要があると考えております。

次に、10ページでございますが、第２期の募

集方針についてでございます。（１）の業務の

範囲、（２）の指定期間、（３）の利用料金制

度につきましては、えびの高原荘と同様でござ

います。

（４）の納付金額についてでございますが、

①の基本納付金額の年額につきましては、第１

期は4,500万円をいただいておりましたが、それ

を5,000万円に改めたいと考えております。指定

管理期間である５年間の総額は２億5,000万円と

なってございます。②の追加納付金額につきま

しては、第１期と同様でございます。利益が基

本納付金額の5,000万円を超えた場合、当該超過

額の２分の１を県に納付していただくことを考

えております。

（５）以降については、えびの高原荘と同様

でございますので、説明は省略させていただき

ます。

私からの説明は以上でございます。

○水間委員長 執行部の説明が終わりました。

報告事項について質疑はありませんか。

○外山三博委員 えびの高原の国民宿舎は宿泊

客がずっと減ってきていますね。この原因はど

ういうふうに分析されておりますか。

○後沢観光推進課長 宿泊者数が減っているの

は、えびの高原への観光客の入り込み数の減少

と同じ傾向を示しております。えびの高原その

ものへの観光客数の入り込み減について、その

理由を一つにこれだと絞れるわけじゃないんで

すけれども、やはり考えられる大きな要因とし

ては、平成に入ったころから、昔の、煙がもく

もくと出て温泉がこんこんとわき出ているとい

う状況が変わってきて、煙は出ないし、温泉の

湯量など減ってきたと。林野庁の宿泊施設や宮

交さんの宿泊施設も次々と閉鎖されてきたとい

う傾向もございましたので、そのあたりが大き

く響いているのかなというふうに考えていると

ころでございます。

○外山三博委員 こういう状況で新たに指定管

理者を募集すると。18、19、20、21年の決算状

況を見ると、ずっと赤字ですね。2,400万減額す

るということは、とんとんよりもちょっと赤字

になる。400万、なりますね。管理者が県に納付

するお金を次は2,400万減額するわけでしょう。

ということは、この赤字をなくして、できたら

とんとんというところで募集したいということ

でしょう。

○後沢観光推進課長 我々が第２期の納付金額

を幾らにするのが適切かというのは当然シミュ

レーションしております。外山委員が今おっ

しゃったとおり、2,400万減額するということに

なりますが、我々のシミュレーションですと、

とんとんから若干、300万前後ぐらいの黒字が出

るというぐらいに設定しております。ただ、い

ろいろリスク変動はございますので、コンスタ

ントにその利益が出るとは考えにくいわけです

けれども、収支プラスマイナスゼロではなく

て、それからちょっと黒字が出るぐらいで、イ

ンセンティブを与えた額で募集したいというふ

うに考えております。



- 9 -

○外山三博委員 ただ、21年の実績を見る

と2,400万の赤字ですね。県のシミュレーション

だと、とんとんか、ちょっと黒字が出ると。し

かし、この流れで見ると、宿泊客は減っていま

すね。減る中で利益を確保するというのはどう

いうシミュレーションなんですか。

○後沢観光推進課長 削減傾向にはございます

けれども、昨年度の補正予算で国からの予算を

活用させていただいて、３億円ほどの改修改築

の予算を組んでいただいています。その工事を

今、順次やっているところでございますが、老

朽化した部分の修繕はもちろんですけれども、

温泉の湯量を十分確保するための対策や、スケ

ート場、大分老朽化しているわけですけれど

も、これを新しいものにして魅力をアップする

という取り組みも今しておりますので、そうい

うことも踏まえまして、減少傾向が少なくとも

これ以上激しくならないというところでシミュ

レーションをしてございます。

○外山三博委員 ちょっと確認したいんです

が、去年かおととしか、空調の調子が悪いか

ら、それをかえましょうということで県のほう

で予算化したのかな。それと、スケートリンク

の機械がちゃんと稼働しないので、お客さんが

来なくなった。その２つの改良をしようという

こと、これはきちっとできたんですか。

○後沢観光推進課長 ２点とも対応させていた

だいておりまして、現在、繰り越しをさせてい

ただいて、工事を続けているところでございま

す。特に、スケートリンクについては重要な集

客施設ということになりますので、来シーズン

の開業に間に合うように今、工事を進めている

ところでございます。

○外山三博委員 今、課長が温泉のお湯を確保

する工事もということを言われましたね。私も

あそこに何回か泊まって、お湯が少ないなと

思って、いろいろ聞くと、全体的に今の泉源か

らはちょっと少ないんだということは、泉源を

変える工事をされておるんですか。

○後沢観光推進課長 現在の泉源は掘られてか

ら大分古いこともありまして、これは業者に当

然、調査してもらっているんですが、原因がな

かなか特定できないんですが、ケーシングパイ

プという管を通したりしているんですが、そう

いうものが大分老朽化していると。そういうこ

とも原因で、泉源自体が枯渇しているというこ

とではなくて、むしろ施設が老朽化しているの

で、それを新しくするのがまず大事だと。た

だ、今の泉源についてまた掘り直してというこ

とは技術的にできないようなので、新たな井戸

というか、それを掘るという作業を今している

ところでございます。

○外山三博委員 こういう施設というのはお湯

がじゃんじゃん出るところが一番の魅力なんで

す。そういうふうになるということであれば魅

力が出てくるんですが、どうなんですか。

○後沢観光推進課長 今掘っているところから

お湯が出る可能性は当然極めて高いだろうとい

うことでやっておりますが、委員が今おっ

しゃったように、じゃんじゃん出るかどうかと

いうことになると、掘ってみないとわからない

ところもあるというのが事実でございます。

○外山三博委員 最後に一言、県の納付金

の2,400万減額、これはもう少し減額を大きくし

て、少しは利益が出るような形の募集をしたほ

うが業者もやる気が起こってくるんじゃないか

と思うんです。さっき話を聞くと、うまくいっ

てとんとんかなと。これじゃ経営者としては大

変だから、できたらもうちょっと……。そし

て、利益が出たら、高千穂みたいにその分の何
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％か県に納付するというような形をとったほう

がいいような気がしますので、それだけ申し上

げておきます。

○後沢観光推進課長 委員おっしゃることは非

常によくわかります。この納付金額の設定に際

しましては、当然、財政当局とも議論しながら

ということになります。いただいた納付金につ

きましては、何十億という借金をしてこの施設

はつくっておりますので、起債償還に充ててご

ざいますので、その起債償還との兼ね合いも考

えながら設定しているところがございまして、

ここが値下げの限界といったところがございま

すので、御理解いただければと思います。

○外山 衛委員 関連です。この時期、新た

な、ここにかわる業者はなかなか手を挙げない

と思うんです。ここに至った経緯というのは、

ハイランドリゾートのほうからこういうふうに

してくれないかという申し出があったんでしょ

うか。納付金というのは家賃ですね。それを県

は返済に充てるわけですから、その原資だか

ら、向こうから事前にこれを下げてくれないと

次はやりきれないというような申し出があった

んですか。

○後沢観光推進課長 現在の指定管理者と次に

やるやらないとかいう具体的な話は我々は一切

しておりません。値下げをしないと次に手を挙

げないかどうか、その辺は我々はわかりません

が、ただ、日ごろ業務を通じて指定管理者とや

りとりする機会はたくさんある中で、納付金が

少し負担になっているという話は常々聞いてお

りますので、そういった声も踏まえてこういう

ふうに設定しているところでございます。

○外山 衛委員 まあ、いいんですけれども、

余りにもぴったり、赤字補てんだから、まさに

損失補てんだから、いいなと思って……。結構

です。

○水間委員長 ほかにありませんか。

○太田委員 国民宿舎は、後の高千穂の国民宿

舎もありますけれども、国民宿舎という設置目

的の中に、国民の健全なレクリエーションと

か、健康増進ということがうたわれています

ね。普通、ホテルとか旅館であればそんなこと

はなく、お客を泊めるということであればいい

のかなと思っているんですが、国民宿舎という

のはこういう目的を持って設立されておると思

うんですが、国民宿舎というものの設立の根拠

となる法律というのも現存しているんですか。

国民宿舎というものはこうあるべきだという、

何か根拠法みたいなものは現在あるんですか。

○後沢観光推進課長 根拠になる法律とか、そ

ういうものは現在はございません。もともと

は、厚生労働省の通達など基準になるものは

あったんですけれども、現在そういうものもす

べてなくなっております。ただ、国民宿舎の全

国組織というものが別途立ち上がっておりまし

て、そこで国民宿舎とはというような基準はご

ざいます。

○太田委員 ちょっと問題になるのは、民業

―ホテル業の人たちとの関係で、お互い圧迫

するんではないかというのが話題の中にちょっ

と出たりするんです。そのときに、国民宿舎と

いうものがレクリエーションとか健康増進とい

うところに目的を持っておるならば、それから

逸脱していこうとしたときに民業との問題が出

てくるんではないかと思いまして、その辺を確

認させてもらったんですが、現在はそういう法

律はもうないということなんですね。

もう一ついいでしょうか。２ページの施設収

支状況というところで、平成17年度の宿泊等の

売り上げが１億5,800万となって、指定管理に
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なった平成18年度以降、１億3,900万ということ

で落ちていますね。指定管理になると、利用料

なんかうまく利用されて、上がっていくのかな

と思うんですが、下がった段階からずっと出発

しているわけです。これは何か変化があったん

でしょうか。

○後沢観光推進課長 ここの減少につきまして

は、まず大きな動きとしては、先ほどお話にも

出ましたとおり、宿泊者が減少しているという

部分もあるんですが、もっと技術的な要因とし

ましては、現在の指定管理者になったときに、

宿泊者数確保のための方策として、宿泊単価を

平成18年度は一度引き下げております。それが

当初意図していたように宿泊者増に結びつかな

かったので、平成19年度にはまた単価を上げる

ということをやっておりますので、その影響が

出ているのかなというふうに分析しておりま

す。

○太田委員 平成18年から21年度まで赤字で収

支差額が出ておりますけれども、これはハイラ

ンドリゾートグループの純然たる累積赤字とし

てずっと残ってきて、何ら補てんされるものは

ないということで現状では見ていていいんです

か。

○後沢観光推進課長 おっしゃるとおりでござ

います。

○太田委員 指定管理者というもの自体、私た

ちも危惧するところがいろいろ設立当初から

あったわけで、その辺の問題点は指摘しておっ

たわけですが、できた以上は健全に、そして地

域の国民、県民に、健康増進施設といいます

か、そういうふうに大いに活用されていくこと

は本当に望むんですが、念のために聞いておき

ますが、平成21年度の人員はどんな体制になっ

ていますか。えびのだけで結構です。

○後沢観光推進課長 雇用人数とかいうことで

よろしいですか。えびの高原荘につきまして

は、23名の方で運営しておられます。アイスス

ケート場につきましては、８名の方で運営して

おられます。

○太田委員 雇用形態とか、もしくは支配人と

か、役職、そういったのはわかりますか。

○後沢観光推進課長 雇用の形態についてでご

ざいますが、えびの高原荘につきましては、23

名のうち正社員が２名、契約社員が１年契約

で15名、アルバイト、これは季節雇用というこ

とになっておりますが、６名と聞いておりま

す。アイススケート場につきまして、正社員は

ゼロ、契約社員が季節契約で１名、アルバイト

が７名の計８名というふうに聞いております。

支配人は１名ございます。それ以外の方につい

ては、宿泊担当、施設担当とかおりますけれど

も、詳細の人数の配分については手持ちの資料

がございません。

○太田委員 今度は９ページの高千穂荘ですけ

れども、こういうふうに黒字化が図られたとこ

ろでは、国民宿舎に対する事業所税といいます

か、そういったものは当然、黒字にはかかって

おるということでいいんですか。

○後沢観光推進課長 法人税はかかるというこ

とでございます。

○太田委員 わかりました。

○水間委員長 ほかにありませんか。

○西村委員 別冊のほうも伺ってよろしいで

しょうか。口蹄疫復興対策で別冊の資料を見て

非常に多くの施策がありまして、商工業に対し

ての支援策は薄いと、きのうもいろんな質問が

ありましたけれども、一番最後のページに県内

マルシェのいろんな事業が載っているんですけ

れども、これを見ると宮崎市中心のような感じ
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が、どうしても物産館を中心にやられると、こ

うなってしまうんでしょうけれども、口蹄疫の

緊急事態宣言が出て以降、日向市もそうなんで

すが、児湯郡もそうですが、日曜市とかトラッ

ク市とか、ああいうものがずっと中断になって

います。ああいうものをいつ再開していこうと

いう、今いろんな商工会議所なんかが動きをし

ていますが、ああいうものに対しての支援とい

うのはこれと絡めてはできないんでしょうか。

○金子商業支援課長 マルシェについてでござ

いますけれども、委員おっしゃいますとおり、

宮崎地区だけでは当然いけないと思っておりま

して、県内各地域ということで、例えば県北、

県央、県西という形で、物産センターと市町村

が協議をやっておりまして、いつの時期にあわ

せてやろうかというふうなことで、一番より効

果的な時期にやろうということで進めていると

ころでございます。

それから、特に被災地域への配慮ということ

では、資料の③にございますけれども、物産館

の中で、例えば児湯地域のフェアを週がわりで

やるとか、そのような形で今お声かけを実はし

ているようなところでございまして、あと県外

への販路拡大につきましても、被災地域につい

ては、例えば出展費用の一部を助成するとかい

うふうな形でなるべく御支援をしていきたいと

考えているところでございます。

○西村委員 そういう話し合い、まだ水面下

で、これから表に出てくるんでしょうけれど

も、ぜひそのあたりをお願いしたいのと、一番

打撃を受けたのは畜産物ですね。畜産加工品あ

たりの特に県外あたりへの消費拡大のための一

番いいものだと思いますので、これは要望だ

け、よろしくお願いします。

○水間委員長 ほかにないですか。若干時間が

ありますが……。

○太田委員 先ほど質問いたしましたが、雇用

形態等については、なかなか生易しいものでは

ないと思いますが、今回提示している納付金制

度の改善といいますか、そういったものができ

るだけそこに雇用される人たちにいい状況にな

るように望みたいと思いますし、気分的にみん

ながデフレ傾向にいってしまうことが、こうい

う改善の中で少しでもいい方向になるといいな

ということは要望しておきたいと思います。

先ほどの口蹄疫の関係でありますが、７ペー

ジの消費拡大の応援事業、これは3,000万という

ことですが、具体的にこういったマルシェとい

うものを開かせてということですが、3,000万は

どういったものに使われるということでしょう

か。テントを買ったりするいろんな経費とかい

うことなのか、どういうものに3,000万を使われ

るのか。

○金子商業支援課長 御質問の件でございます

けれども、細かに個々の事業ごとに3,000万を配

分というのはまだ具体的にはしておりませんけ

れども、いずれにしても予算枠として物産館の

自主財源でそれほど想定した上で、後は、出店

するに当たりましては、もろもろの会場の整

備、借り上げとか、あるいは装飾、あるいは業

者が売りに行く際の旅費、もろもろの費用がか

かってまいりますので、そういった中で個々の

事業ごとにセンターとして最大限見れるところ

は負担していくというような形で、今、詳細を

詰めているところでございます。

○太田委員 わかりました。

○蓬原委員 口蹄疫関係ですけれども、復興対

策会議ができていますが、これは復興対策会議

の対策の内容となるということですか。

○古賀商工政策課長 復興対策会議は当然我々
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も参画いたしておりますけれども、部として今

取り組んでいる状況についてがこういった状況

です。当然、そういったものについては復興対

策会議の中でも反映されていくというふうに考

えております。

○蓬原委員 ということは、幹事会の中にこれ

が当然反映されていく、これは部として独自で

出している施策だということですね。わかりま

した。

○水間委員長 ほかにありませんか。

○新見委員 中小企業のワンストップ相談会

は、当初はもっと早い時期に開催する予定に

なっていたんですが、それが延び延びになって

今回この状況になっていますけれども、延びた

理由を教えていただきたいと思います。

○古賀商工政策課長 第１回は６月18日に高鍋

でやろうかなということで準備させていただき

ました。周知期間等を考えまして、６月７、８

日ぐらいに周知しようかなと思っていました

ら、宮崎で（口蹄疫が）出まして、まだ発生し

ている間にこういったものを開くのはいかがか

ということで、まずその時点では防疫に専念す

べきだろうということで延期させていただきま

したが、昨日から来月の４日、５日までで県下

すべて回ろうということで計画させていただい

ているところでございます。

○新見委員 きのうの相談会の状況はどうだっ

たでしょうか。

○古賀商工政策課長 きのうは22名の方がおい

でいただきまして、ワンストップですので、例

えば金融相談して労働相談とかいう格好で複数

相談されまして、相談件数としては36件の相談

があったところです。多いのは、36件中、金融

相談が19件、経営全般に対するものが６件、雇

用が５件、その他が６件という状況でございま

した。

○水間委員長 その他で何かありませんか。

○渡邊商工観光労働部長 蓬原委員のほうから

の、口蹄疫関係の全体的な対策と今回出したも

のの位置づけの問題でございますけれども、い

ずれにしましても、きのうの知事の答弁もあり

ましたように、商工業関係のいろんな対策を今

後、本格的に打っていく必要があるということ

で、９月の補正に向けていろんな作業等をやっ

ております。したがいまして、これは経済対策

じゃなくて、環境対策、いろいろあると思いま

す。全体的に県として復興プランというのがで

き上がってくるんだろうと思いますけれども、

とりあえず我々としましては、先ほど説明は割

愛させていただきましたが、物産センターある

いは観光協会の事業等を先行させまして、こう

いう取り組みをやっていくんだということをア

ナウンスしまして、できるだけ全体的に、県の

動きといいますか、関係団体も含めまして、そ

ういうことを一刻も早く皆さん方にお伝えし

て、いろんな取り組みの準備をやっていただく

という気持ちを込めて、我々はこういうことを

各センター、協会、外郭団体にお願いしており

ますので、全体としては復興対策の中に全部位

置づけまして、まとめて出すということになる

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○水間委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 今、部長のお話にありましたよ

うに、９月議会に向けて補正をやりながら、復

興対策をもろもろお考えのようであります。よ

ろしくお願いをして、以上をもって商工観光労

働部を終了いたしたいと思います。執行部の皆

さん、お疲れさまでした。



- 14 -

暫時休憩いたします。

午前10時55分休憩

午前11時２分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

本委員会への議案の付託はありません。した

がいまして、報告事項のみとなりますが、それ

では、その説明を求めます。

また、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○児玉県土整備部長 商工建設常任委員会の皆

様方には、かねてから県土整備行政の推進につ

きまして、格段の御指導、御協力をいただきま

して、厚くお礼申し上げます。

まず、口蹄疫についてでありますが、７月に

入りまして、非常事態宣言の一部解除や移動制

限等の解除も順次行われてきております。川南

町を中心とする児湯地域におきましても、18日

に移動制限及び搬出制限が解除されまして、終

息に向け、一定の見通しが立ち始めたところで

あります。

今後、県土整備部といたしましても、27日の

県下全域での制限解除に向けまして、引き続き

防疫対策を行うとともに、終息後は、県議会を

初め関係部局とも連携しながら、復興対策に取

り組んでまいりたいと考えておるところでござ

います。

御説明に入らせていただく前に、２点御報告

を申し上げます。

初めに、大雨による被害についてでありま

す。

去る７月２日から４日にかけて、梅雨前線豪

雨によりまして、県南西部の都城市などを中心

に、河川のはんらんや道路決壊、がけ崩れ等の

大きな災害が発生いたしました。浸水などの被

害に遭われました皆様に心からお見舞いを申し

上げます。被害状況につきましては、後ほど担

当課長から説明させますが、被災した道路や河

川等の公共土木施設につきましては、早急に復

旧を図ってまいりたいと考えております。

次に、東九州自動車道についてであります。

去る７月17日に、東九州自動車道高鍋―西都

間が開通いたしました。ＮＥＸＣＯ西日本の事

業区間としましては、平成13年３月の西都―宮

崎西間に続く約９年ぶりの開通となり、大変喜

ばしい限りであります。商工建設常任委員会を

初めとする県議会の皆様方のこれまでの御支

援、御協力に対し、この場をかりて厚くお礼申

し上げます。口蹄疫の関係もあり、高鍋インタ

ーでの開通式は行われませんでしたが、今回の

開通は、県内高速道路網の全線開通という県民

の悲願達成に向けた着実な前進となりますとと

もに、口蹄疫に見舞われた西都・児湯地域にと

りましても、今後の復興への大きな弾みになる

ものと大いに期待しているところであります。

それでは、本日の説明事項でございますが、

まず初めに、梅雨前線豪雨による被害状況につ

きまして河川課長から、次に県内高速道路の整

備状況等につきまして、今後の整備の見通しや

無料化社会実験の状況等について高速道対策局

長から、それぞれ御説明させますので、よろし

くお願いいたします。

私からは以上でございます。

○野中河川課長 ７月２日から４日にかけての

梅雨前線豪雨による被害の状況について御報告

いたします。

お手元の委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。まず、１の大雨の状況についてでありま

す。梅雨前線の影響を受けて県南西部を中心に

猛烈な大雨となり、雨量は多いところで450ミリ
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を超える大雨となりました。特に都城では１時

間降水量が134ミリ、えびの市でも95ミリの猛烈

な雨が降ったところであります。

次に、２の河川の出水等に関する情報につい

てであります。①には水防警報を発表した河川

を示しております。丸谷川など３河川ではんら

ん危険水位に達しております。また、②には、

都城市を初めとする４市町に土砂災害警戒情報

を発表したことを記載しております。これらの

情報発信によりまして、市町村の避難勧告等の

判断材料として役立てられたものと考えており

ます。

次に、３のダム管理についてであります。県

が管理している13ダム中、岩瀬ダムにおきまし

て洪水調節を実施し、下流河川の被害軽減に寄

与したところであります。

次に、４の被害状況について御説明いたしま

す。まず、（１）の河川や道路などの公共土木

施設災害の状況であります。現時点で、県、市

町村合わせまして321カ所、約41億円余の被害報

告額となっております。都城土木事務所管内で

は253カ所、約33億7,000万円余の大きな被害が

発生しております。主な河川災害としまして

は、庄内川で都城市菓子野町から吉之元町にお

きまして33カ所、山田町の丸谷川で29カ所の既

設護岸の決壊等の被災が発生しました。応急対

策として、土のう積み、根固め投入、矢板打ち

込みなどを行い、被害の拡大防止を図っており

ます。３ページの資料１の河川被害状況をごら

んください。都城管内におきます庄内川や丸谷

川におきまして、大きな被害を受けているとこ

ろでございます。

２ページにお戻りください。次に、主な道路

災害としまして、都城市の県道都城霧島公園線

や串間市の国道448号などで崩土や道路決壊によ

る被害を受けております。現在、被災箇所のう

ち緊急性を要する箇所につきましては、応急工

事により復旧するとともに、測量やボーリング

調査などを実施し、早期復旧に向けた取り組み

を進めているところであります。４ページの資

料２、主な道路災害をごらんください。左上が

都城市、右下が串間市等で大きな被害が発生し

ております。

また、２ページにお戻りください。次に、

（２）河川のはんらん等による浸水被害でござ

います。河川のはんらんによる家屋の被害は、

県全体で全壊１戸、床上浸水31戸、床下浸水24

戸、合計で56戸となっております。このうち庄

内川で多くの家屋が河川のはんらんによる浸水

被害を受けております。

次に、（３）主な土砂災害の発生状況につい

てであります。人や家屋等に被害のありました

がけ崩れや土石流は、県全体で８カ所発生して

おります。このうち都城市高野町の荒川内地区

におきましては、がけ崩れにより家屋が一部損

壊し、１名の方が行方不明となっております。

５ページ、資料３、土砂災害発生状況をごらん

ください。都城市高野町から美川町付近で土砂

災害が集中しているところでございます。

２ページにお戻りください。次に、５の道路

規制状況についてであります。７月２日から４

日の豪雨により全面通行どめとなった県管理の

道路は、予防規制を含めて11路線の12区間あり

ました。現時点でも、国道448号ほか２路線の３

区間が全面通行どめとなっております。また、

高速道路につきましては、宮崎自動車道のえび

のジャンクションから田野インターチェンジ間

で７月３日に予防規制による通行どめを行って

おります。

次に、６の大規模災害時における防災に関す
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る協定の活用についてであります。今回の豪雨

により、防災協定に基づき、測量設計業協会に

被災状況の把握を依頼し、建設業協会には27件

の応急復旧作業の協力を要請し、公共土木施設

の機能が確保できるよう迅速な被害拡大の防止

を図っているところでございます。

最後に、７の大規模災害復旧の応援チームの

派遣制度の活用についてであります。県土整備

部では今年度より、大規模な自然災害によって

著しい被害を受けた地域を所管する土木事務所

に対しまして、応援チームを派遣する制度を確

立しております。今回の災害では、著しい被害

を受けた地域を管轄する都城土木事務所に対し

まして、被災施設等の調査や災害対策に必要な

情報収集等を目的とした初動対応チームを７月

５日から９日まで県土整備部本庁各課より６名

派遣しております。今後、災害査定に対応する

ため、被害の少なかった土木事務所から査定応

援チームを災害査定が終了するまで派遣するこ

ととしており、既にきのう、20日から派遣して

いるところであります。

最後に、被災を受けた公共土木施設につきま

しては、早期復旧を図るよう全力で取り組んで

まいりたいと考えております。説明は以上でご

ざいます。

○渡辺高速道対策局長 続きまして、高速道路

の状況について説明したいと思います。

資料は７ページからでございます。まず、現

在の整備状況と今後の供用予定等についてとい

うことで、７ページに地図、８ページに表があ

ると思いますので、その両方を見比べながら聞

いていただければと思います。

まず、７ページに高速道路の供用率という表

が載っているかと思いますけれども、今の現状

ですけれども、全国で計画に対して開通した延

長が69％でございます。九州が67％、宮崎県

が46％という現状になっています。先ほど部長

から説明があった西都―高鍋間が７月17日に12

キロ開通しましたが、これによって42％が46％

になったということでございます。東九州道に

つきましては、27％ということで、これにつき

ましても、高鍋―西都間により21％が27％とい

うふうに約６％延びたということです。横断延

岡線につきましては、現在のところ17％にとど

まっているという状況でございます。

８ページの表でございますけれども、まず東

九州自動車道の現状ということで、御存じかと

思いますけれども、高速道路はいろんな手法で

つくられておりまして、大きく分けて、国土交

通省がつくっているところとＮＥＸＣＯ西日本

がつくっているところの２つに分かれます。表

の中の種別というところ、専門用語が書いてあ

りますけれども、新直轄と国道10号延岡道路、

有料道路を挟みまして、清武から新直轄とあり

ますけれども、これらにつきましては、国土交

通省がいわゆる税金で公共事業としてつくって

いるという区間でございます。有料道路と書か

れたものにつきましては、ＮＥＸＣＯ西日本が

施行して、後々料金徴収で借金を返していくと

いう手法でつくられているところでございま

す。ですから、国土交通省の区間につきまして

は、国の予算の動向が、開通供用が早期に図ら

れるかどうかというところにかかってくるとい

うことでございます。

まず、区間ごとの状況ですけれども、北から

いきまして、新直轄区間、県境―北浦間につき

ましては、供用目標年度が国交省のほうから24

年度ということで掲げられております。北浦―

北川間につきましては、供用目標年度というの

が未定ということになっておりますけれども、
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工事進捗につきましては、備考欄に書いている

とおり、43％ということになっておりまして、

予算につきましても、ある程度の金額がついて

おりまして、おおむね順調に進んでいる状況で

ございます。続きまして、北川―延岡間につき

ましては、平成24年度の供用目標年度というこ

とで、工事進捗率につきましても56％、予算の

つきぐあいも順調についているということでご

ざいます。

ＮＥＸＣＯの区間ですけれども、有料道路区

間、門川から西都までが載せてありますけれど

も、門川―日向間が22年12月までということで

示されております。日向―都農間については、

当初26年だったものが１年前倒しで25年度に向

けて今一生懸命やっていると。都農―高鍋間に

ついては24年度、高鍋―西都間についてはこの

間開通ということでございまして、今、全面的

に工事がＮＥＸＣＯのほうでやられております

けれども、課題につきましては、供用目標年度

が平成25年度で一番遅い区間の日向―都農間に

つきましては、そこに書いてあるとおり、用地

進捗が85％、工事発注が延長ベースで約３割と

いうことで、これから残りの用地取得と工事の

全面展開ということで、何とか平成25年度まで

に間に合わすべく一生懸命努力していただいて

いるという状況にあります。

南のほうでございますけれども、国交省が

やっている新直轄区間、清武―北郷間、北郷―

日南間ですけれども、清武―北郷間につきまし

ては、工事進捗が49％となっておりまして、予

算につきましても、ある程度の金額はついてお

りまして、今、着実に進んでいるということで

すが、北郷―日南間につきましては、工事進捗

がまだ42％の上、予算につきましても大きく削

られておりまして、ここについては非常に厳し

い状況になっております。

最後、日南―志布志間につきましては、今現

在、まだ基本計画区間ということで、整備のめ

どが立っていないという状況になってございま

す。

延岡線でございますけれども、これにつきま

しては、全線国土交通省のほうでやっておりま

す。熊本側の御船―山都間につきましては、新

直轄ということで、今、工事がどんどん進めら

れておりますけれども、予算が非常に厳しい状

況と聞いております。山都―蔵田間につきまし

ては、高千穂―日之影間が事業化されておりま

して、現在、水文・環境・地質調査、測量とい

うことで、用地取得に入る前段の作業をやって

おりまして、何とか早く用地取得にこぎつけた

いという状況でございます。蔵田―延岡間で唯

一まだ供用していない蔵田―北方間でございま

すけれども、用地取得が74％まで進んでおりま

して、昨年９月に初めての工事に着手しており

ます。ただ、今年度、工事に係る予算がゼロで

ございますので、今、工事をやっているのは昨

年度の予算ということで、これが終われば工事

が事実上ストップしてしまうような状況になっ

てございます。

続きまして、９ページですけれども、整備の

課題ということで、まず１番目が予算の確保と

いうことです。国土交通省の整備している区間

につきましては、先ほど説明したように、国の

予算のつきぐあいが整備のスピードに大きくか

かわってくるということでございます。そのた

めに必要な予算の確保がとにかく一番重要だと

いうことでございます。

ちなみに、平成21年度と22年度の予算を、全

体のお金をそこに書いてございますけれども、

平成21年度当初につきましては、東九州道198億
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強、九州横断道延岡線７億ぐらいで、全体で200

億強ということで、21年度は補正がありました

ので、最終的には高速道路関連で282億ぐらいつ

いております。平成22年度につきましては、東

九州道関連で200億強、九州横断道延岡線関連で

２億7,500万ということで、当初比で比べます

と、県負担の整理が、業務取扱費を含む含まな

いということで単純比較はできないんですけれ

ども、どちらにしても、東九州道については全

体ではふえている、横断道に関しては激減して

いるという状況にございます。ただ、東九州道

につきましても、全体のパイは当初から見れば

ふえておりますけれども、今、工事がピークに

来ておりますので、実は目標の年度の開通を目

指すにはもっと欲しい状況だったということ

で、これが23年度どれぐらいつくかというのが

非常に重要になると。横断道延岡線に関しては

激減になっておりますので、工事が進むだけの

費用が来年23年度つけてもらえるかどうかとい

うのが一つのポイントかなというふうに思って

います。

２番目の日向―都農間の用地取得の促進とい

うことで、先ほど説明したとおり、ＮＥＸＣＯ

区間の有料区間につきましては、平成25年度、

最後の供用年度の日向―都農間が予定どおり進

むのかどうかというところの課題としては１点

かなというふうに思っています。特に、用地取

得をどんどん県のほうが受託してやっているわ

けですけれども、22年６月現在、日向―都農間

で何とか85％までの用地取得率を達成できたと

いうことでございます。どうしても用地の中に

は土地収用を念頭に置かなければいけない用地

も出ております。ある程度のボリュームの用地

取得がなければ、その手続に入れないという制

約条件がありましたので、昨年度、相当頑張っ

て８割を超えたわけですけれども、これから

は、ある程度、量的なものが85％まで行ってお

りますので、今後は個別案件、それぞれ非常に

懸案の箇所がまだ若干ありますので、そこの解

決をどう図るかということがかぎになってくる

かなというふうに思っています。

ちなみに、それぞれの課題について御説明し

ますと、一つは、前から補償金目的の植栽行

為、密植と言われた行為ですけれども、これに

ついては何とか自主撤去が進みまして、今、

マックスで56件あったものが１カ所まで減少し

ております。なお、この１カ所につきまして

は、密植だけの課題というよりも、用地の取得

に御理解いただいていない状況にありますの

で、収用もにらみつつといったところの１カ所

が残っている状況でございます。

もう一つ、字図混乱といって、登記簿に載せ

てある字図と実際の現地が全然合わないという

のが日向市に多数存在していて、これが土地の

取得に大きな課題になっていたわけですけれど

も、昨年度、ＮＥＸＣＯや日向市などと連携を

強化しまして、その取得に１年間全力投球して

きました。そのかいがありまして、全体面積

の20％を占める字図混乱につきましても、６割

ぐらいの解決を見ております。あと４割につき

ましても、何とか今めどが立ってきたという状

況でございます。

③の収用想定案件についてでございますけれ

ども、現在、25年度の開通から逆算して、いつ

から収用の手続に入らなければいけないかとい

うのでやっております。23年１月の事業認定告

示を目標に法的手続を進めるべく、作業をして

おります。ただ、用地取得につきましては、任

意解決が基本でございますので、引き続き粘り

強く交渉は並行してやっていくといった状況に
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ございます。

（３）の高速道路を取り巻く現況と今後のポ

イントということで、今年度の年末までに向け

てどういう動きがあるかということを何点か説

明したいと思います。まず、１つは、高速道路

のあり方ということで、日本全体で１万4,000キ

ロの高速道路の計画がございますけれども、国

土交通大臣ないし副大臣が、それについて見直

しを含め、年内に高速道路整備のあり方を見直

しますという話をしておりますので、ここにつ

いては注視をしておく必要があるかなというふ

うに思っております。

２番目、高速自動車国道に関する手続の見直

しということで、今までは国幹会議というもの

の議を経ながら計画を策定して事業化していく

という手続でしたけれども、国幹会議を廃止し

て新たな仕組みを講じるという作業を国土交通

省のほうでしておりまして、この間の通常国会

でそのための法律案を出しましたけれども、結

局、成立せずに継続審議となっております。特

に南のほうの日南から以南につきましては、こ

れが大きく変わってくるわけでして、早く新た

な仕組みが構築されないと整備計画格上げと

いったものには結びつかないということで、こ

こについても動向を注視する必要があるという

ことです。

３番目が平成23年度の新規事業の取り扱いと

いうことで、今年度は、国土交通省のほうで基

本方針として新規事業は原則行わないという方

針がなされておりましたけれども、23年度につ

いて新規事業がどうなるかということは今度の

８月の概算要求のときに多分出てくると思いま

すので、そこは何とか新規事業は行っていただ

くという方向に方針転換していただくべく動か

なきゃいけないということです。

最後に、事業評価の見直しということで、こ

れにつきましても、今、事業評価をまた見直す

という動きがあるということを聞いておりま

す。一つは再評価サイクルの短縮で、これは既

に見直されたわけですけれども、５年に一度

だったものを３年に一度にするということで、

再評価を３年に一度に短縮が決まっております

ので、これに関しては、東九州道や横断道延岡

線についても今年度短縮されたサイクルに乗っ

かって何区間か再評価の土俵に上がるというふ

うに聞いております。もう一つとしては、政策

目標評価型事業評価の導入ということで、いわ

ゆるＢバイＣ（費用対効果）の中で３便益以外

も追加すべきというような意見が出されている

中で、ＢバイＣに余り頼らない新たな評価シス

テムを導入するという方向で検討がなされてい

ると聞いております。これが近々、要領の改正

がなされるというふうに聞いておりますので、

どういうような仕組みが出てくるのかというの

は、横断道延岡線や東九州道の南のほうの区間

については大きく影響してくることになります

ので、注視する必要があるということでござい

ます。

最後に、高速道路の無料化社会実験が６月28

日から東九州道を対象に行われております。そ

のデータを御紹介したいと思います。実験開始

後の交通状況というところに書いてございます

けれども、延岡南道路、門川のところですけれ

ども、これが3.14倍の交通量になっておりま

す。西都から宮崎西に関しては2.76倍の交通量

ということでふえていると。逆に、並行する一

般国道10号のほうにつきましては、延岡南道路

に並行する10号につきましては３割減の70％、

休日については４割減、西都―宮崎西間につい

ては若干ふえているところもありますけれど
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も、そんなに変わっていないという状況でござ

います。土々呂のところの渋滞が気になるとこ

ろですけれども、解消しているというふうに聞

いております。

ここには書いていないんですけれども、もう

一つ参考として、北のほうの横断道延岡線につ

きまして、地元の経済界が、横断道延岡線とい

う名称が東京に要望に行ったときにローカル路

線、枝線のように聞こえるということで、その

必要性が伝わるのが名称の点でネックになって

いるということで、九州中央自動車道という通

称をつけて、九州の中央を通っている重要な道

路なんだという動きをしているということで、

これから要望書なんかも九州中央自動車道とし

て使ってはどうかという動きがなされておりま

す。特に県として反対するということではあり

ませんので、そういうのが定着すればどんどん

使っていけばいいのかなというふうに思ってい

ますので、御紹介をさせていただきます。以上

でございます。

○水間委員長 執行部の説明が終わりました。

質疑はありませんか。

○坂口委員 土砂崩れですが、精度と迅速性が

本県の場合は過去に比べて取り組みがどれぐら

い進んできているかという、警報とか注意報、

そういったものにつながる土砂崩れの予測、こ

れは今どんな工夫をやられているのかというの

を……。

○平田砂防課長 土砂災害警戒情報といいます

のは、大雨による土砂災害の危険が高まったと

きに、市町村が防災活動や住民への避難勧告等

の災害緊急対応を適時適切に行えるように指示

すること、また住民が自主避難に利用すること

を目的として、県と宮崎地方気象台が共同で発

表しております。今回の例を申しますと、７月

２日の15時ぐらいから県南部で雨が降り始めま

した。これに伴い、夜半から豪雨となり、都城

市の高野町というところがあるんですが、７月

３日の午前１時から３時ごろに134ミリの猛烈な

雨が降っております。大雨洪水警報が１時31分

に都城市、三股町、小林市、えびの市、高原町

に発令され、その後に引き続き、土砂災害警報

が３時10分に都城市、６時20分に高原町、６

時50分に小林市に発表されております。それに

基づいて市町村が行う避難勧告ですが、都城市

では７月３日３時10分の土砂災害警戒情報を受

けまして、避難所の開設準備に入り、避難勧告

を５時55分から順次、地区が違うものですか

ら、行ったと聞いております。以上です。

○坂口委員 そこの精度と迅速性―オオカミ

少年にならないようにということで、鹿児島の

竜ヶ水、あのときに随分勉強されたですね。一

つには、あれは鹿児島とどこだったですか、実

効雨量とか連続雨量から、その危険性の精度を

かなりつかむとして、いち早く出せるという、

市町村なり何なりが出すための判断がより信頼

度が高まるようにという、そういった裏方での

工夫を県がどれぐらい当時からすると進んでき

ていて、どういった手法をとられているのかを

聞かせてもらえれば。

○平田砂防課長 県は土木事務所を通じて土砂

災害警戒情報発表後に当該市町村に対しまし

て、対象となる地区や、今後の雨量、土砂災害

発生の可能性などの注意喚起を行っておりま

す。これは細かく言いますと、画面を見まし

て、この地区に今後雨が降りそうだ、そういう

ようなことを教えております。

○坂口委員 当時に比べると、観測所をふやし

たり、集中的に、ここらでの降雨量の増大がこ

こらへ影響するというようなところを集約して
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いって、観測拠点をふやしたりとかいう考え方

を一回持たれたことがあったですね。アメダス

だけに頼るんじゃなくて、測地点というんです

か、観測点、そういった工夫がどれぐらい進ん

できているのかなと。さっき言われた高野町、

ここらがあると、何々川の周辺のこういった地

形、土質のところが危ないというようなところ

でいち早く精度も高まる、早く出せるというよ

うなことの工夫を、竜ヶ水教訓ですか、あのこ

ろからたしか取り組まれたと思うんです。それ

がどれぐらい変わってきているかなというのを

……。

○平田砂防課長 河川でも砂防でもそういった

雨量観測所の整備はやっているんですが、それ

をどの程度整備しているか、今のところつかん

でおりません。ただ、やっているのは確かでご

ざいます。そういった観測所等はある程度整備

が終わっているものの、今度はそれを生かし

て、いかに市町村の人が危機意識を持って早く

避難勧告をしてもらうかというのが大変重要だ

と考えておりますので、市町村や気象台、もし

くは危機管理局と連携しながら、そういった研

修、啓発等をしていかないかんなと考えている

ところでございます。

○坂口委員 平均的に降雨量の測点を置いてい

くんじゃなくて、集中的に置いて、目的とする

警報を出すなり判断するなりに必要なところに

密度高く測点を置くという、その手法でいこう

という方向を宮崎はとられたと思ったんです。

もう一つには、さっきから言いますように、連

続雨量の中からの、土の中に残ってくる実効雨

量、これから見て100％にいくのかというのを予

測していって精度を高めるという２つがあのと

きあったけれども、測地をふやそうということ

と、気象庁との連携をより強くしていこうと、

そっちの方向をとられるというようなことまで

いったような気がしたものですから、思いつき

で質問したんですけれども。

○児玉県土整備部長 坂口委員がおっしゃった

とおりでありまして、具体的に観測地点をどれ

だけふやしたかというのは記憶にないんです

が、おっしゃったように、観測地点をふやすこ

とによって地域ごとの雨の降り方というのが詳

細にわかってきますから、地域をメッシュで

切って、このエリアにはどこの観測所が近いと

いうことで、その観測所のこれまでの雨量、そ

の付近の地形、地質の状況、そして気象庁が出

します今後の雨量の予測、そういったものをも

とにして気象庁と共同で土砂災害警戒情報を出

しています。

ただ、今回は、真夜中に130ミリぐらい降った

わけですが、その前に余り降ってなかったんで

す。そういうこともありまして、１時から２時

の間に130ミリ降ったんですけれども、土砂災害

警戒情報もそのころにしか出せていないんで

す。そして、結果としては、１人行方不明に

なったところは多分６時ぐらいに壊れているん

です。だから、警戒情報が出てから避難勧告を

出そうと思えば出せたと思うんですけれども、

真夜中に避難勧告を出すことが果たしていいの

かどうかということもありまして、そういった

ことで、今回起きた事象をいろいろ検証しまし

て、今後に生かしていかないかんということで

考えているところでございます。

○坂口委員 唐突だったからちょっと迷われた

と思うんですけれども、まさに部長が答えられ

たとおり、真夜中に出してでも精度が高いとい

うところまで行き着こうとする一つの工夫だっ

たと思うんです。今の話を聞くと、地域も絞れ

るような精度がかなり高まってきているんじゃ
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ないかというので、ぜひまた今後その取り組み

を進めていっていただければと思います。

○水間委員長 よろしくお願いします。

ほかにありませんか。

○太田委員 被害状況の洪水関係のことであり

ますが、確たるものではないんですが、都城に

住んでいる人から、杉が植えてあるところがよ

く壊れているという感じで聞くわけです。この

写真等を見ても、杉材の倒れているところ辺の

ものを見ると、今後、林務といいますか、ああ

いったところとの関係も強化しながら山づくり

をやらないと、大変なことが将来出るんじゃな

いかと思いまして、今後そういった連携の中で

の対応というのもお願いしておきたいなと思い

ます。質問ではないんですけれども、そんな感

じを受けます。

聞きたいことは、９ページに高速道路関係で

字図混乱というのがありますが、違法植栽等に

ついても字図混乱についても解決の方向にどん

どん向かっておるということで言えば、関係者

のさまざまな努力があってのことだろうと思い

ます。ただ、字図混乱というのはなかなか大変

だろうと思うんです。恐らく、相続人とか、そ

ういう人たちの同意をもらうためには、かなり

の印鑑をもらわないかんとかいうこともあろう

かと思いますが、私たちも日常的に字図混乱と

いうところの相談を受けることがありまして、

字図混乱というのは人海戦術でやれば必ず解決

するものなのか、金をかければ絶対解決するも

のなのか。例えば、制度として裁判所あたりに

公示して、こういうところがありますよ、名乗

り出なさいとかいう公示制度でうまく解決して

いくような手法でもあるのか。その辺は現場的

にはどういうような解決方法で、何で最終的に

は解決されていくんでしょうか。

○渡辺高速道対策局長 人海戦術が基本になり

ます。要するに、法的根拠を持った書類と実際

の現地が全然合わないということなので、調整

事になるわけで、基本的には合わせていかな

きゃいけないという作業になるので、一個一個

ある案をつくりながら、地権者に同意を得なが

ら、判こをいただくということになるかと思い

ます。ただ、法律には、法律名をど忘れしまし

たけれども、土地調査とか、あの辺でやるのは

あるんですけれども、あくまでも民々の世界で

はあるので、どちらにしても、土地収用みたい

な手段がここには存在しないので、仲裁とか何

とか、そんなのはないことはないんですけれど

も、あくまでも民々なので、すべて人海戦術で

今やっていて、何とか御理解をいただいて解決

するところまで来ているというのが今の現状で

す。

○太田委員 わかりました。

○坂口委員 高速道対策局長になんですけれど

も、コストなんかを特に意識しながらだから難

しいでしょうけれども、道路の工事関係です

が、今回、特に県を挙げていかに県内の経済が

元気を取り戻すかという工夫をやっているんで

すけれども、極力、今回、特別扱い的にも県内

への優先発注、工区割りとか工法、そういった

ものを最大限努力してもらえるようにして、資

材、骨材等の調達あたりに関しても、今回は特

別、発注者側に強くそこらへの理解を求めてい

ただければなと思うんです。答えられれば答え

ていただいてもいいんですけれども、答えにく

ければお願いということで。

○渡辺高速道対策局長 県内業者への発注とい

うのは、今までもずっと国交省やＮＥＸＣＯに

もお願いをしてきてはいるところでございま

す。特に、坂口委員は、有料のほうのＮＥＸＣ
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Ｏのことを想定して言われているんだと思いま

すけれども、まずこれから工事が出るものが、

日向―都農間が残るばかりで、それほど量はな

いんですけれども、そこはまだ少し残っていま

すので、発注ロットも含めまして、工夫できる

ことはぜひやってくださいと、特に口蹄疫でこ

ういう状況になっておりますので、さらなる配

慮をお願いしますということで、これからも努

力をしたいと思います。この間、実は、ＮＥＸ

ＣＯの新社長があいさつに知事のところにも来

たんですけれども、そのときも要望としては、

地元発注のほうをよろしくお願いしますという

ことは言っていただきましたので、引き続き、

その辺は強く言いたいというふうに思っていま

す。

○西村委員 先ほど高速道路で無料化実験のこ

との説明をいただいたんですけれども、ちょっ

と教えていただきたいのは、無料化実験後の交

通状況調査で顕著にあらわれているんですが、

西都―宮崎西間に並行する国道10号というの

は、どこからどこの地点の交通量をはかったん

でしょうか、わかりますか。

○渡辺高速道対策局長 断面的には、高速道路

のほうは西都と宮崎西の間なんですけれども、

国道10号のほうは、宮崎市から新富に入った、

日向大橋のちょっと北側のポイントではかって

いるというふうに聞いております。

○西村委員 数字で見ると、無料化したかどう

かというのは余り対象になっていない―今

度、西都から高鍋まで延長されましたね。高鍋

―宮崎西間と同じように、高鍋と宮崎間ぐらい

だったらうまく並行しているのかなと思うの

で、そのあたり、再調査というのはちょくちょ

くやられるものなんでしょうか。

○渡辺高速道対策局長 無料化の社会実験は国

土交通省のほうでやっているので、国土交通省

がどこではかるかというのはやっているんです

が、これからも随時はかっていくというふうに

聞いております。

ちなみに、７月17日に開通して、速報値とし

てはいただいているので御紹介しますけれど

も、今、西村委員言われたとおり、西都までだ

と10号と距離が遠いので、並行するといっても

東九州道が10号の代替ルートとして今まではそ

んなに機能していなかったと。高鍋になると10

号と近くなるので、相当、並行路線としての機

能が期待されるわけですけれども、いただいて

いるデータですと、実験後は、10号のほうの現

道のデータはないんですけれども、高速道路の

ほうの西都―宮崎西間で高鍋開通後が６倍ぐら

いにふえています。お手元の資料だと276％と

なっていますけれども、開通後は64 3％と

か、450％とか、やはり東九州道が相当ふえてお

りまして、その分、10号がどれだけ減っている

かというデータはないんですけれども、相当、

並行路線として機能はしているのかなというふ

うに思います。

○西村委員 特に、まだ口蹄疫の防疫対策等で

児湯郡あたりの裏道というか、私も日向から車

で来るときは昔は裏道を通ったほうが早かった

ものですから、裏道を通って来ていましたけれ

ども、今は裏道が通れないということで、国

道10号が込んでいたやさきにこれができて、あ

りがたいことだと思うんですけれども、特に顕

著なのが延岡南道路だと思うんです。10号線の

渋滞がひどくて、昔から再三言われていたこと

なんですけれども、ちょっとこれを飛び越えた

お願いなんですけれども、一ツ葉道路の無料化

実験というのはされないものかなと思いまし

て、特に利用価値が日向の小倉ヶ浜は減ってい
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るものですから、このあたりで無料化してみた

らどうかなと思ったので、そういうお気持ちは

ないのか、部長にお伺いしたいと思います。

○児玉県土整備部長 一ツ葉有料、小倉ヶ浜有

料道路につきましては、県の道路公社が借金し

てつくった道路でありまして、料金から借金を

返しているわけです。無料化するとなります

と、そこに税金を投入せないかんということ

で、国と同じようなやり方をするということに

なりますけれども、それが今の県の財政状況で

できるかどうか、いろんな厳しい難しい問題も

あろうかと思います。まず、利用者の方にちゃ

んと負担していただいて、借金を返していくの

が原則かなということで今のところは考えてお

ります。

○西村委員 当然そのことはわかっております

けれども、このまま利用量が少なくなると、高

速道路の進捗もありますし、また日向―延岡間

は高速道路がいよいよ見えてきていますので、

その辺も含めまして、このままじりじりと使わ

れなくなるようなことではなくて、抜本的な対

策をお願いしたいと思います。これは要望だけ

です。

○新見委員 福祉保健部が所管なので、お聞き

するのは申しわけない。もしわかっていればと

いうことでお聞きしたいんですけれども、今回

の豪雨の被害状況を見ると、家屋の全壊、床上

浸水がありますので、何年か前につくった災害

時安心基金の支給対象になると思うんですが、

支給状況等をもし把握しておられればお聞きし

たいと思います。

○野中河川課長 今おっしゃられたことにつき

まして、大変申しわけございませんが、今、把

握しておりません。どうしましょうか。確認し

て御報告したほうがよろしいですか。失礼しま

した。

○水間委員長 後から説明に行ってください。

○外山 衛委員 渡辺高速道対策局長にお伺い

しますけれども、清武―北郷間は、前年ぐらい

までは予定では平成26年供用だったですね。い

きなり未定というのは見通しが全くないという

ことですか。それとも、26年だったけれども、

ややおくれるとか、27年にずれ込むとか―い

きなり26年供用から未定だから、何かわけがあ

りますか。

○渡辺高速道対策局長 平成26年度というのが

県のほうの計画というか、要望として、事業化

している区間については県内の高速道路を26年

度によろしくお願いしますというふうにずっと

言っていたものでして、それは変わってござい

ません。国土交通省なりＮＥＸＣＯから開通目

標年度というのは公表されるんですけれども、

清武―北郷間、北郷―日南間につきましても、

実はずっと発表されたことがなくて、ここにつ

いては早く開通目標年度を、北にも北浦―北川

間と未定区間がありますので、そこもあわせて

早くめどをつけて発表してくださいというのは

言ってございます。

○外山 衛委員 わかりました。何か勘違いで

すね。以前こういうもので見た気がしたものだ

から、数字がダブったんですね。

○山下副委員長 災害現場の資料３を見てくだ

さい。①が中山さんが被災された荒川内のとこ

ろですね。私も２回ほど行きました。この崩れ

た状況を見てみたんですが、真ん中の写真を見

ていただくとありがたいんですが、ここは前の

災害復旧工事がしてあるんです。何年前の工事

だったかわからないんですが、間知石がずっと

積んでありまして、そこの部分が崩れているん

です。その上もそんなに高い山じゃないんです



- 25 -

が、崩れた後の表面を見てみましたら、石の層

があるんです。石の層がありまして、その上に

堆積している土が、10メーターぐらいだったん

でしょうか、上から山が崩れて落ちて、間知石

が積んであるところまで押し流して、中山さん

がふろ場から出られたすきに一遍に崩れてきた

と。いろいろ話を聞いてみましたら、変な音が

し出したということで、当初は水が濁り出した

ということで、ふろおけとかバケツに雨水をた

めることをされていたみたいなんですが、音が

するということで出た途端に土砂が崩れてきた

と。

私ももうちょっと詳しく調べてみたらよかっ

たんですが、現場を見たときに、間知石を積み

ますと水抜きがありますね。そのことがされて

いたのかどうか、確認していただきたいこと

と、土層をちゃんと見られて間知石というのは

積まれると思うんですが、130ミリという大豪雨

の中でこういう災害も出るのかなという思いで

現場を見たんですが、ぜひこの確認をしていた

だきたいと思います。こういう場所が幾つもあ

ると思うんですが、石の層があって、堆積層が

あって、そこにこういう間知石が積んである

と、こういうことはまたすぐあり得ると思うん

です。その辺のチェックをぜひしていただきた

いということをお願いしておきたいと思いま

す。

それから、私たちも地元県会議員で、それぞ

れ庄内、西岳、山田、大災害があったところの

公民館長さん方に集まっていただいて、ずっと

土木事務所、振興局、一緒に回ったんですが、

その中で、庄内川、丸谷川、夏尾から流れてい

る夏尾川でしょうか、この上流からずっと行っ

たんですが、皆さん言われることが、平成５年

にもこういう災害があったんですが、堤防のか

さ上げをしてくれと。見てみると、ほとんど高

さがないんです。今回、霧島山系に大雨が降っ

たということで、見てみると、非常に堤防のか

さが低いんです。それと同時に、河川のしゅん

せつが進んでいない。堤防と川の流れる水かさ

の高さが狭いんです。そのことが非常に気に

なっていることですから、土木事務所にもお願

いしたんですが、ここをかさ上げして一遍に流

すことをやると、下流域が今度は被災を受ける

んですよと。私どもは地区を見るときに、高齢

化していまして、平成５年から10何年たった中

でまた同じような被災を受けられて、田んぼの

復旧にしても、農道、田んぼの土手の崩れた分

の補修にしても、地元の人たちにしたら大変な

災害なんです。やはりその辺のことを全面的に

考えていただいて、「いや、復旧です。今まで

あるものの復旧しかしません」ということの説

明だったものですから、また起こるのかなとい

う思いがあるものですから、かさ上げすると

か、そういうことは考えられるんでしょうか、

こういう災害が二度も三度も出るということ

は。

○野中河川課長 今おっしゃられたのは、災害

復旧事業としましては、原則としては原形復旧

でございますけれども、今回、大きな被害を受

けております丸谷川、庄内川につきましては、

再度災害防止を念頭に改良復旧を今検討してい

るところでございます。丸谷川につきまして

は、下流の河川改修済みの区間の河道計画に合

わせた再度災害の防止を念頭に、河積の拡大と

か支障構造物の改修など取り組んだ改良復旧の

申請について今現在国と協議しておるところで

ございます。また、庄内川につきましても、下

流が未改修の部分がございますので、河道断面

の拡幅が著しくは拡幅できませんので、河道計
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画を下流の現況見合いで計画しながら、堆積土

砂の除去とか、法線の一部是正などを取り組ん

だ改良復旧をやはり国と協議しておるところで

ございます。

○山下副委員長 よろしくお願いしておきま

す。

２点ほど要望しておきたいと思うんですが、

私も何回となく現場を市の職員、県の人たちと

一緒に回るんですが、いや、ここは土木だ、こ

こは林務だ、ここは農政だと。エリアの明確と

いうのは、大災害が起きたときに、担当職員が

これは私のところじゃないとか、地元の人たち

はどこにどう頼んでいったらいいのとか、そう

いう迷いもあられるみたいですから、その辺を

ちゃんと整理しながら、土木、農政、林務、話

し合いをして決めていっていただくとありがた

いと思っています。

もう一点、実は地元の業者の人たちから要請

がありまして、これだけ災害が出たわけだから

何とか地元業者に発注させてくださいと、その

要請活動を８月６日にやるんですが、口蹄疫が

出たときもそうでしたけれども、今回の大雨災

害もそうでしたけれども、とにかく時間と勝負

のときには地元の業者の人たちに真っ先にお願

いするわけですから、こういうときにこそ地元

の業者に発注できますように、また万端の配慮

をしていただくとありがたいと思っています。

以上です。

○平田砂防課長 先ほどの高野のがけ崩れの件

ですが、委員言われましたように、言いわけ

じゃありませんが、危険ということで治山事業

として都城市が設置したものと伺っています。

復旧については今後調整していきたいと思いま

す。

○水間委員長 よろしくお願いします。

ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 その他に入ります。

○外山三博委員 一言聞いておきたいんです

が、10号線の北バイパスが住吉まで来て、あそ

こが途切れて佐土原バイパス―国交省のほう

は、これをやるという前提で来まして、地元の

調査までして、現道拡幅がいいのか、バイパス

がいいのかということまでやって、早ければ去

年の春ぐらいには工法まで決定しましょうとい

うことまで言っていたんです。ところが、今

度、政権がかわったら、すとんと何もないんで

す。さっきバイパスができて10号線の利用が余

り減っていないというのは、県のほうが春田バ

イパスを西都のインターチェンジにつなぐため

の工事、順調というか、予定どおり来ています

ね。あれが佐土原バイパスにタッチするときに

こっちの10号線の北バイパスをつないでという

計画であったんです。ところが、このままいく

と、住吉から佐土原までの延伸が全く見えてこ

ないし、この辺のところは国の直轄だから、何

とも県として答えはできないんでしょうが、国

のほうの動き、考え方はどうなんですか。

○白賀道路建設課長 今、委員言われたよう

に、国道10号住吉道路という言い方をしていま

すけれども、県としても国に対して要望という

のは現在も行っております。言われましたよう

に、春田バイパスを開通いたしまして、それに

続く佐土原バイパス間、今、広瀬バイパスとい

うことで219広瀬バイパスで県のほうで工事を進

めておりまして、それを佐土原バイパスにタッ

チするような計画になっております。そのとき

に今の国道10号住吉道路と交差するような形に

なるものですから、国道10号佐土原バイパスと

今の住吉道路と広瀬バイパスの３つが交差点に
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なるということになるものですから、県として

は広瀬を今進めている中で、住吉道路の進捗に

ついて、計画について一緒にお願いしますとい

うような要望は差し上げているんですけれど

も、国のほうの動きとしましては、一ツ葉有料

を32年まで料金徴収期間を延伸したところなん

ですけれども、そういった一ツ葉有料道路の今

後の活用を見る必要もあるのかなとか、あるい

は地元にも当時、ＰＩ活動と言っていましたけ

れども、いろんな意見を聞いて、バイパスがい

いのか、一部現道がいいのかというような経緯

で、国のほうも事業に向けてそういった調査も

されてはいたところなんですけれども、今現状

としましては、新規着手という言い方を最近さ

れていますけれども、これについては来年度か

ら再来年度から着手しますというような、そう

いった具体の計画は国のほうも打ち出されては

おりません。県としましては、引き続き国に対

して、住吉道路についての事業着手ということ

については要望は重ねていきたいというふうに

思っています。

○外山三博委員 政権がかわったから、今まで

やってきたのをやめますなんていうものじゃい

けないと思うんです。行政というのは連続性で

すから。地元にはそういう説明をして、調査の

結果、バイパス案で地元の意向も大体わかりま

したと、すぐいろんな計画を表に出しますと

言って、ぱんととまったでしょう。今言われた

ように、県としても強力に国のほうにこの要請

をしてください。お願いします。

○水間委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、以上をもちまして、

県土整備部を終了いたします。執行部の皆様に

は御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時10分休憩

午後０時13分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

まず、委員長報告の骨子（案）ということに

なりますが、いかがいたしましょうか。特に御

要望はありませんか。

一つ言いますと、今回の臨時県議会は口蹄疫

に関する議会ということでもございまして、委

員長報告の項目としても口蹄疫に関するものと

いうことになるのではないかと思っておりまし

て、ということは、ここを見ますと、商工観光

労働部しかないんですね。今いろいろ問題が県

土整備部もあったんだけれども、ちょっと休憩

します。

午後０時14分休憩

午後０時15分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告としては今お話しのようなことで

正副委員長に御一任いただくことで御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 ありがとうございます。

それでは、もう一点ですが、23日午後から開

催されます高速自動車国道建設促進宮崎県期成

同盟会総会、毎年のことでありますけれども、

ありますが、この委員長報告についてでありま

す。６月の委員会でも申し上げましたが、本期

成同盟会は当委員会が主体となって活動してお

ります。その活動報告を商工建設常任委員長が

行うことになっております。今お手元に、委員

長報告（案）、決議（案）を配付いたしまし

た。委員長報告は、総会資料２ページから７ペ
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ージの平成21年度の事業報告をまとめたもので

あります。また、総会において決議（案）を商

工建設常任副委員長が読み上げ、決議すること

となっております。各委員の皆様、委員長報告

（案）と決議（案）の一読をお願いいたしま

す。

〔各委員一読〕

○水間委員長 毎年のことでありますが、明後

日の期成同盟会総会における委員長報告

（案）、決議（案）について、このような内容

で御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

続いて、もう一つは県外調査についてであり

ます。10月13日から15日の県外調査につきまし

て、協議をお願いしたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後０時17分休憩

午後０時18分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

具体的な行程等については、また後日連絡を

させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 なければこれで終わりたいと思

います。きょうは昼食時間をオーバーしました

けれども、どうもありがとうございました。お

疲れさまでした。

午後０時19分閉会




